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健やかづくり健やかづくり
For your healthy lifeFor your healthy life

■問合せ　健康増進課
☎０２９－８８５－１８８９
■問合せ　健康増進課
☎０２９－８８５－１８８９

令和２年４月１日より改正健康増進法が施行され、受動喫煙防止対策が義務化されます。

改正健康増進法のポイント

①多くの施設において、室内が原則禁煙になります。

②２０歳未満の方は、喫煙エリアへの立ち入りが禁止されます。

③室内での喫煙には、喫煙室の設置が必要になります。

④喫煙室には、標識の掲示が義務付けられます。

休 日 当 番 医 診療時間：午前９時～午後４時　※都合により当番医を変更することがあります。
お問合せ先：なるしま内科医院☎０２９－８６９－４８２０
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しんクリニック
いわき内科クリニック

阿見
稲敷

なるしま内科医院
坂本耳鼻咽喉科医院
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江 戸 崎 眼 科
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森脇整形外科
ゆはらクリニック

阿見
稲敷

☎０２９‐８７５‐５６８６
☎０２９‐８７５‐５１００

☎０２９‐８４３‐７８８８
☎０２９‐８９４‐２００２

２９日
（日）

あみ小林クリニック
江 戸 崎 病 院

阿見
稲敷

☎０２９‐８８８‐２２００
☎０２９‐８９４‐２６１１

☎０２９‐８６９‐４８２０
☎０２９‐８９２‐２６２７

☎０２９‐８４３‐７２７２
☎０２９７‐８７‐６０３０

☎０２９‐８８７‐３５１１
☎０２９‐８９２‐０２６２

なくそう

望まない受動喫煙

なくそう

望まない受動喫煙

受動喫煙防止対策に関する参考ホームページ
○茨城県改正健康増進法関係ホームページ
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chiiki/kenkou/kenkouzoushinhokaisei.html

○厚生労働省　受動喫煙防止対策ホームページ　　https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

受動喫煙の影響が特に大きい
子どもや患者等に特に配慮
　　（原則敷地内禁煙）

施設の累計・場所ごとに対策を実施

※規制対象外の場所でも、喫煙する際は周りの人に煙を吸わせないよう配慮する義務があります。

【改正法の趣旨】

望まない受動喫煙を
　　　なくす

　　ご協力を
お願いします！

４月２０日（月）
令和元年１２月生
４月２０日（月）
令和元年１２月生

４月１３日（月）
平成３０年８月～９月生
４月１３日（月）
平成３０年８月～９月生

１歳６
カ月児

４カ月
児

２歳児
歯科

１３：１５～１３：４５受付１３：１５～１３：４５受付

４月の
乳幼児健診

４月１４日（火）
平成３０年２月～３月生
４月１４日（火）
平成３０年２月～３月生

　　　　　　　　みほふれ愛プラザで

　　　　　　　　　　　　　を申請しよう！
■問合せ　住民課☎０２９－８８５－０３４０（内）１２４

申請に必要な持ち物

実施日

実施場所

マイナンバーカードマイナンバーカード

注意事項

マイナンバーカードの受取方法


